
参考資料 

４ 計画の体系（新旧比較） 
 

 

めざす 

まち 

づくり 

－ 基本目標 － 推進方向 － 主要施策 

       

男

女

平

等

と

共

同

参

画

を

め

ざ

し

た

ま

ち

づ

く

り

 

－ 

基本目標１ 

男女平等の実現 

に向けた社会 

環境を整備する 

－ 

１ 男女平等の 

意識啓発 

２ 男女平等教育 

  の推進 

３ 政策・方針、 

意思決定の場 

への女性の 

参画推進 

４ 男女の生涯を 

通じた健康 

支援 

５ 貧困等により 

困難を抱えた 

人々が安心し 

て暮らせる環 

境の整備 

－ 

(1) 社会制度・慣行の見直しと意識啓発 

(2) 学校などにおける男女平等教育 

の推進 

(3) 審議会などへの女性の参画推進 

(4) 企業・団体などにおける女性の参画 

推進 

(5) 農林水産業の分野における女性の 

参画推進 

(6) 防災活動への女性の参画推進 

(7) 男女の生涯を通じた健康支援 

(8) 貧困等により困難を抱えた人々 

が安心して暮らせる環境の整備  

     

－ 

基本目標２ 

あらゆる女性が 

自ら望む活躍を 

実現する 

－ 

６ 働く場に 

おける男女 

共同参画の 

推進 

７ 家庭における 

男女共同参画 

の推進 

８ 地域における 

男女共同参画 

の推進 

９ 多様な生き方 

への支援 

－ 

(9) 多様な活躍につながる機会の提供と

情報の発信 

(10) ワーク・ライフ・バランスの推進

と働きやすい職場環境づくり 

(11) 地域・社会活動における男女共同 

参画推進 

(12) 子育て支援体制の整備・充実 

(13) 介護支援体制の整備・充実 

 

     

－ 

基本目標３ 

 配偶者などからの 

暴力を根絶する 

【配偶者などからの

暴力防止及び被害

者支援基本計画】 

－ 

10 配偶者など 

からの暴力の 

防止と被害者 

支援 

－ 

(14) あらゆる暴力の根絶に向けた 

意識啓発 

(15) 相談・保護体制の充実 

(16) 自立のための支援の充実 

(17) 関係機関や民間支援団体との 

連携強化  

     

－ 

基本目標４ 

 男女共同参画の 

推進体制を充実 

する 

－ 
11 市民協働の 

確立 
－ 

(18) 庁内推進体制の充実 

(19) 市民との連携・協働 

(20) 国・県などとの連携・協働 

 

   ※ 網掛けは、【女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画】に関する事業 
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２ 男女平等教育 
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基本目標２ 

あらゆる女性が 

自ら望む活躍を 

実現する 
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５ 働く場に 

おける男女 

共同参画の 

推進 

６ 家庭における 

男女共同参画 
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７ 地域における 
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８ 多様な生き方 

への支援 

－ 

(8) 多様な活躍につながる機会の提供と
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(9) ワーク・ライフ・バランスの推進と

働きやすい職場環境づくり 

(10) 地域・社会活動における男女共同 

参画推進 

(11) 子育て支援体制の整備・充実 

(12) 介護支援体制の整備・充実 

 

     

－ 

基本目標３ 

 男女の人権を尊重

し、誰もが安心し

て暮らせる社会を

実現する 

－ 

９ 配偶者などから

の暴力の防止と

被害者支援 

【配偶者などからの

暴力防止及び被害者

支援基本計画】 

10 困難な問題を

抱える女性へ

の支援 

【困難な問題を抱

える女性支援基本

計画】 

－ 

(13) あらゆる暴力の根絶に向けた 

意識啓発【配】【困】 

(14) 相談・保護体制の充実【配】【困】 

(15) 自立のための支援の充実【配】【困】 

(16) 関係機関や民間支援団体との連携

強化【配】【困】 

(17) 困難を抱えた人々が安心して暮ら

せる環境の整備【困】 

 

     

－ 

基本目標４ 

 男女共同参画の 

推進体制を充実 

する 

－ 
11 市民協働の 

確立 
－ 

(18) 庁内推進体制の充実 

(19) 市民との連携・協働 

(20) 国・県などとの連携・協働 

   ※ 網掛けは、【女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画】に関する事業 

   ※ 【配】は、【配偶者などからの暴力防止及び被害者支援基本計画】に関する事業 

   ※ 【困】は、【困難な問題を抱える女性支援基本計画】に関する事業 


